
 

ニューウェルシティ宮崎 2階会場2 場所

集合形式での宅地建物取引士証更新手続のご案内
講習実施団体 （一社）宮崎県宅地建物取引業協会

こちらはWebではなく従前の集合形式での宅建士証更新法定講習会のご案内です。
宅地建物取引士証の有効期限が近づいている方へ、更新に必要な講習会のご案内です。

次の要領に基づき事前に法定講習会の受講手続をお願いいたします。

なお、今回の講習会は宅建士証の有効期限が令和9年2月24日迄の方となります。

1 日時 令和8年8月25日 火曜日 午前9時30分～午後5時まで

※受付は8時45分～9時15分で終了します

必ず届け出てください。未届の場合は講習修了後の新免許証の即日発行ができません。

〒880-0879 宮崎市宮崎駅東1丁目2-8

℡0985-23-3311
(会場地図のＱＲコード)

1 申込期間

2 書類郵送・問い合わせ先

3 受講料振込先

(注意）登録事項（住所･氏名・本籍・従事先等）の変更は事前に免許権者(都道府県)へ

講習について

受講申込について

令和8年7月14日（火）まで郵送にて随時受付（当日消印有効）

※ 申込期間終了後の申込みは原則できません。

※ 申込期限以降のキャンセルは承る事ができません。日程をお確

かめの上、お申込みください。

※ 受講料は原則「振込」でお願いします。

○一般社団法人宮崎県宅地建物取引業協会 宅建士講習係

〒880-0862 宮崎市潮見町20番地1 不動産会館2階
電話番号 0985-26-4522

○振込金額 16,500円（内訳：受講料12,000円 収入証紙代4,500円）

○振込口座 宮崎銀行 昭和町支店 普通預金 口座番号1424083 
口座名義（一社）宮崎県宅地建物取引業協会

※振込手数料はご負担をお願いします。

※受講される方の個人名にて、お振込みをお願いします。

※金融機関の振込金受取書等を領収証に代えさせていただきます。

別に領収証を必要とされる方はご連絡ください。
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※ 2枚同じ写真を使用してください。
※ 不備がある場合は、写真の差し替え及び書類の修正を求めることがあります。
● 申請書及び受講料の確認後、講習日の2週間前に受付完了のハガキをお送りします。

☆   (一社)宮崎県宅地建物取引業協会では、WＥＢ法定講習もお選びいただけます。　　

　　受講期間以内であれば、ご都合の良い時間に受講が可能です。

　　詳細は当会ホームページをご覧ください。
　　（お申込みには免許有効期間満了まで約2カ月以上の日数が必要等

　　　要件がございますので必ずご確認ください。）

★お申し込み★

宮崎県宅建協会ホームページﾞ

(URL https://www.ｍ-takken.or.jp)からお申込みください。

・2枚目・・・ 裏に氏名・宅建士登録番号を記入し、交付申請書と共に提出。

① 宅地建物取引士証交付申請書（同封）

② 受講料等 16,500円（講習料12,000円 証紙代4,500円）
※ 受講料等には証紙代が含まれていますので、申請書への証紙貼付は不要です。

③ カラー写真2枚 運転免許証サイズ（たて3cm×よこ2.4cm）※白黒等は不可です。

（正面向きで、肩から上、無帽、無背景で6ヶ月以内に撮影した鮮明なもの）
・1枚目・・・ 交付申請書の該当欄に貼付してください。

① 同封しております「宅地建物取引士証交付申請書記入みほん」をご覧のうえ
必ず黒のボールペンを使用し楷書にてご記入ください。

② 宅建士登録番号・有効期限の欄はお手持ちの宅建士証、又は宅建士資格登録

② 遅刻をされますと受講できません。（9：30分以降の入室は認められません）

通知書をご確認のうえ記入してください。

③ 氏名・住所・本籍・従事先等に変更が生じた場合は、宅建業法第20条に基づき
免許を登録している都道府県知事へ変更登録の申請を行う必要があります。

申請をされていない方は、講習会の申込までに変更の登録を済ませてください。

※ 連絡先 宮崎県県土整備部建築住宅課宅地審査担当
〒880-8501 宮崎市橘通東2丁目10番1号
℡0985-24-2944

① 旧宅建士証（旧主任者証）、印鑑、筆記用具を必ずご持参ください。

（一社）宮崎県宅地建物取引業協会

③ すべての講義を受講されない場合、宅建士証の更新はできません。

④ 講習会当日のキャンセルにつきましては、受講料の返金はできません。

⑤ 昼食は当協会にて準備いたします。

講習会受講上の注意

申込の注意事項

申込に必要なもの

ＷＥＢ法定講習のご案内




